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平川教育長： それでは，ただ今から本日の会議を開きます。 

 直ちに日程に入ります。 

 まず，会議録署名者の件ですが，本件は会議規則第20条の規定によりまして，私から御指名

申し上げます。 

 会議録署名者として，中村委員及び近藤委員を御指名申し上げますので，御承諾のほどお願

いいたします。 

 

（ 承 諾 ） 

 

平川教育長： 本日の会議議題は，お手元のとおりです。 

 議題のうち，公開になじまないものがあれば，最後に回して審議したいと思いますが，いか

がいたしましょうか。 

細 川 委 員： 第１号議案，第２号議案は，個別の人事に関する案件でありますから，審議は非公開が適当

ではないかと思います。 

平川教育長： ほかに御意見はございませんか。 

 

（ な し ） 

 

平川教育長： それでは，ただ今の細川委員の発議について採決いたします。 

 第１号議案の広島県教育委員会規則等の一部改正について，第２号議案の教職員人事につい

ては，公開しないことに賛成の方は挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 したがいまして，本日の議題は，第１号議案，第２号議案を公開しないで審議することとい

たします。 

 

第３号議案 広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正について 

 

平川教育長： それでは，第３号議案，広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正について審議いたしま

すが，改正する規則が複数ございますので，担当課ごとに説明させていただき採決を取らせてい

ただきます。 

 それでは，第３号議案－１について，桑原生涯学習課長，説明お願いいたします。 

桑原生涯学習課長： 第３号議案－１，広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正のうち，博物館の登録に関す

る規則の一部改正について御説明申し上げます。 

 資料の１枚目を御覧ください。１ 提案の要旨にございますとおり，博物館法が改正され，令

和５年４月１日から施行されることに伴い，関連する県規則の改正を行うものでございます。 

 ２ 博物館法の改正内容についてでございますが，今回の博物館法の改正では，法の制定から

約70年が経過し，博物館が社会教育施設としての役割だけでなく，地域の多様な主体との連携，

協力による文化観光など，地域の活力の向上に資する活動に取り組むことが求められている中

で，（１）のとおり，登録要件の見直し，また（２）のとおり登録審査の手続等の見直しが行

われております。具体的には，１枚目めくっていただきまして，資料の中ほど，１ 登録要件の

見直しの一つ目の丸にございますとおり，これまで地方公共団体，一般社団法人，財団法人等

に限定されていた博物館の設置者要件を改め，株式会社等の民間の法人が設置する博物館につ

いても登録できることとするとともに，二つ目の丸にありますように，登録の審査に当たって

は開館日数，学芸員の配置といったこれまでの基準に加えて，博物館資料の収集，保管，展示

及び調査研究を行う体制等の基準に適合するかを審査することとなっております。 

 また，これまでは県規則で定めておりました審査時の学識経験者からの意見聴取が，２，登

録審査の手続等の見直しの一つ目の丸にありますとおり，法に明記されるとともに，二つ目の

丸にありますとおり，登録された博物館の運営状況の定期報告が新たに義務化されております。 

 これらの改正に伴い，２ページ目以降の改正案のとおり，条文及び審査様式等を改正いたし

ます。 

 ２ページの表の上段，改正後の第２条第１項に示しております教育長が別に定めることとし

ている審査基準につきましては，この規則の議決後，国の施行規則に規定された参酌基準を準

用して速やかに条項で定める予定としております。 

 なお，最後のページに記載しております現時点での登録博物館につきましては，法の施行か

ら５年間は登録を受けたものとみなされることとなっておりますが，登録の継続を希望する場

合は，そのみなし期間が終了する令和10年３月31日までに再登録の手続を行う必要がございま
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す。 

 県内にある登録博物館27館のうち，網かけをしております広島市に所在する県有施設以外の

博物館については，政令市である広島市が登録事務を行うこととなっておりますが，それ以外

の21館につきましては，登録の継続を希望する場合，今後５年の間に県教育委員会に対し登録

申請が行われ，この会議で御審議いただくこととなりますので，よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

平川教育長： ただ今の第３号議案の１の説明に対しまして，御意見又は御質問がございましたらお願いい

たします。 

志々田委員： 国の法令が変わったことに準拠して県の条例も，あるいは関係分の規則を変えるということ

なので概ね大丈夫だと思うので別のことを。今最後におっしゃったように，ここから５年のう

ちに再登録のための手続をしなくてはいけないのだと思うのですが，されなかったらどうなる

のでしょうか。 

桑原生涯学習課長： されない場合は，５年経過した令和10年３月31日をもって登録が取り消されるという形にな

ると思います。 

志々田委員： それは，それぞれの施設にとってとても大きなことだと思いますので，周知徹底して，必ず

もう一度登録するようにということを県から何かアナウンスする機会というのはあるのでしょ

うか。 

桑原生涯学習課長： 先ほども説明したとおり，県にもし継続を希望される場合，登録していただく館は21館とか

なり数も多くございますので，こちらにつきましては各館と連携，調整させていただきながら，

一度に来ることのないように，また漏れがあることのないようにしっかり調整していきたいと

考えております。 

志々田委員： ありがとうございます。 

中 村 委 員： この登録博物館になることによる博物館側のメリットみたいなの，もう一回教えてもらって

よろしいでしょうか。 

桑原生涯学習課長： 登録博物館を受けた博物館は博物館法に基づいた一定基準を満たしていると法的に認められ

ることにより，まずは社会的信用を得ることができます。併せて，実質的なメリットといたし

ましては，政府による美術品補償制度の対象になること，また私立の博物館におきましては税

制上の優遇措置を受けられるなどのメリットがございます。 

中 村 委 員： ありがとうございます。 

近 藤 委 員： ２点教えていただきたいノですけど，まず一つが，登録要件の見直しの２点目の方で，博物

館資料の収集，保管，展示及び調査研究を行う体制等の基準というのは，今までと比べて全然

違う感じの基準になってきて，合わせるのが結構大変なものなのかどうなのかというのが１点

と，その基準がきちんとしてから定期報告の内容も決まってくるのだとは思うのですけれども，

定期的にというのは大体どれぐらいの期間を想定されているのか教えてください。 

桑原生涯学習課長： これまでも博物館の目的に即した事業を行うための必要な博物館資料，それから学芸員，そ

の他の職員の配置，土地を有していること，開館日数の審査基準などは変わらないのですけれ

ども，新たな基準におきましてもその趣旨は変わっておりませんで，博物館の目的に即した事

業を行うための必要な体制，職員の配置や施設整備において，より具体的に内容を国のほうで

示されておりますので，それに基づいて県の基準を定めるということになっておりますが，特

段厳しくなるということではなく，明確になったと認識をしております。また，定期報告に関

しましてはこれから要綱の方で定めていこうとは思っておりますけども，今考えているところ

では，あまり負担にはならないような形で，毎年にするのか２年に１回にするのかというとこ

ろも含めて検討していきたいなと思っております。 

近 藤 委 員： 分かりました。 

中 村 委 員： 設置者の要件が緩和されるということで，どうなるかはもちろん申請次第ということだとは

思うのですが，いわゆる民間設置の博物館みたいなので対象になってくるだろうなと思われる

ようなものは結構県内にもあるという感じですか。 

桑原生涯学習課長： 現在，教育委員会の方で把握している博物館は，登録博物館及び相当施設，表にお示しして

いるものでございますので，例えば株式会社が設置しているような博物館がどれぐらいあるか

ということは把握してないのですけれども，今回の法改正をしっかりホームページ等でも発信

をして，そういった博物館の方が登録の手続をされるような，されることにも気づかれるよう

な形でしっかり周知はしてまいりたいと考えております。 

中 村 委 員： よろしくお願いします。 

細 川 委 員： 概要の１と読むのでしょうか，事業の見直しの２番目の丸のところでございますけども，こ

こに書かれておりますことは努力義務とすると書かれているのですが，今までもこういうこと

というのはされてきたのではないかなと思います。ここで努力義務とされたという，70年前に

できた法とおっしゃったのですけども，こういうことを努力義務とすることによってどのよう

な影響といいますか，効果か出てくると考えればよろしいのでしょうか。 

桑原生涯学習課長： 現在登録されている博物館におきましても，例えば，地域の学校との連携であるとか，地域
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住民を対象とした様々な学びの提供ということはされておりますので，新たにやらなければい

けないという負担を感じられているところはそんなにないかなとは思うのですけれども，より

これがしっかり規定されることで，より地域の学び，生涯学習であったり社会教育というとこ

ろが活性化していくのではないかなと考えております。 

細 川 委 員： 分かりました。 

 それから，一連の様式第１号から資料をつけていただいているのですけども，これが登録し

たり廃止したりする様式でよろしいのですか。 

桑原生涯学習課長： 例えば（別記）様式第１号，４ページの様式第１号はこちらの様式を使って申請をしていた

だくのですけれども，基本的にはこの申請書以外にいろいろ添付をしていただく書類ものがご

ざいますので，そちらの方で中身をしっかり見せていただこうかなと考えております。 

細 川 委 員： その辺りのところももちろんなのでしょうけども，デジタル化みたいなところはできている

のでしょうか。 

桑原生涯学習課長： いわゆる電子申請のようなイメージでしょうか。 

細 川 委 員： はい。 

桑原生涯学習課長： 現時点ではこちらについては電子申請化は考えておりません。様式としてはもちろんデータ

で御提供，ホームページ等にも掲載させていただくつもりですので，そちらに入力していただ

いて紙で提出をしていただくというような形になろうかと考えております。 

細 川 委 員： 博物館に関わることですから，やはり色，形とかいろいろな特筆すべきようなものの資料の

添付もあると思うのですけども，なかなか現物をここに持ってきてということではないので，

そういう意味ではやはり皆さんが手に取って分かるようなデジタル申請みたいなものを進めて

いただいて，皆さんがそれを見て理解しやすいような方策をまたお考えいただければと思いま

す。 

桑原生涯学習課長： 私，先ほど紙でと申し上げたのですけれど，特に押印等は必要ございませんので，いわゆる

電子というかメールで提出していただく，特に今後定期報告も必要になってくるものですので，

そういう電子の活用というものも引き続き検討してまいりたいと考えております。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見ございませんでしょうか。 

 

（ な し ） 

 

平川教育長： それでは，以上で本件の審議を終わります。 

 第３号議案の１の採決に進みます。 

 原案に賛成の方は挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 よって，本案は，原案どおり可決されました。 

 続きまして，第３号議案－２について，沖本学校経営戦略推進課長，説明をお願いいたしま

す。 

沖本学校経営戦略推進課長： それでは，第３号議案－２によりまして，広島県立高等学校学則の一部改正について御説明

を申し上げます。 

 この改正につきましては，県立高等学校の学科の再編に伴い行うものでございます。 

 改正の内容でございますが，２にお示しをしておりますように，令和３年４月から生徒募集

を停止しておりました沼南高等学校全日制課程普通科を令和５年３月31日をもって廃止するこ

とに伴い，広島県立高等学校学則の別表第１における沼南高等学校の欄から普通科を削除する

ものでございます。 

 施行期日につきましては，３にお示しをしてございますように，令和５年４月１日を予定を

してございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

平川教育長： ただ今の第３号議案－２の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いい

たします。 

近 藤 委 員： 沼南高校の普通科の募集をしなくなったときに，たしか家政科と園芸デザイン科も学科の編

成をしようかという話があったように記憶しています。だけど，現行どおりで進めていくこと

になったのですけれども，今どのような感じで家政科，園芸デザイン科というのはカリキュラ

ムを組んでいて，中学生が応募してくるに当たってどのような特色をアピールできる状況なの

かという辺りも教えてください。 

沖本学校経営戦略推進課長： そもそも沼南高等学校，始まりは農業，それから生活，家政というようなところが学校の始

まりでございます。その中で普通科を加えてということで学校の沿革としては行われてきたと

ころでございます。現在，家政科と園芸科という２学科を設置しているところでございますけ
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れども，カリキュラムとしては様々，学校内で工夫はしており，今具体的に，私が申し上げら

れるところではないのですけれども，工夫は行っていただいて，入学生につきましては，園芸

科，家政科ともに定員は充足してございませんけれども，少しずつ増えていっているというよ

うなことで，定員割れは起こしておりますけれども，充足率は上がってきている状況でござい

ます。 

平川教育長： カリキュラムについて，学びの変革推進部長，説明をお願いいたします。 

竹志学びの変革推進部長： 沼南高校につきましては，地域の担い手をどう育てていくかということでカリキュラム再編

成していると伺っております。そのときに，作業が今ボーダーレス化しているということがあ

りますので，農業，家庭科とぶつ切りになるのではなく，お互いが関連するところは一緒に相

乗りをしながら学ぶような新しいカリキュラムをつくって進めています。 

 それと，平成16，17年だったと思いますけれど，デュアルシステムというシステムを入れて，

産業界と連携し，一般出荷を年間を通じてやるという仕組みも取ったりしておりますので，そ

ういった体験的な学習活動も入れながら，本当に地域に貢献できる人材を育成するということ

で進めておるとこでございます。 

近 藤 委 員： 地域の方の反響といいますか，受け止めも好感触という感じなのでしょうか。 

竹志学びの変革推進部長： まだ始めたばかりではありますけれども，沼南高校は本当に地域に還元させるということで，

農業関係のところによると，地元のブドウ団地の方々であるとか，あと農林水産局とも連携し

ながら，本当に子供たちにどういうものを作っていったらいいかと，いいものを作っていって

おりますので，本当に社会に開かれた教育課程という視点に立ったカリキュラム編成，実施が

行われていると思います。来年には結果が出てくるのではないかと。 

近 藤 委 員： 本当に楽しみにしています。 

 ありがとうございました。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見ございませんでしょうか。 

 

（ な し ） 

 

平川教育長： それでは，以上で本件の審議を終わります。 

 第３号議案－２の採決に移ります。 

 原案に賛成の方は挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 よって，本案は，原案のとおり可決されました。 

 続きまして，第３号議案－３につきまして，杉本総務課長，説明をお願いいたします。 

杉本総務課長： それでは，３号議案－３によりまして，横書き読点表記の見直しに伴う関係規則等の制定に

つきまして御説明を申し上げます。 

 国から新たな公用文の作成の考え方が示されたこと及び社会一般の文書における読点の表記

の実態を鑑み，知事部局において横書きの際に用いる読点について，コンマから点とするとい

った内容で公用文に関する規定が改正をされまして，令和５年５月１日から施行されることと

なりました。 

 教育委員会における公用文の文体，用字，用語その他公用文の作成に関しましては，広島県

教育委員会の公用文に関する規定第４条によりまして，知事部局が定めている公用文に関する

規定の例によることとなるため，令和５年５月１日以降は横書きの際に用いる読点表記をコン

マから点にする必要がございます。 

 このため，横書きの際に用いる読点表記をコンマから点に改める広島県教育委員会規則の読

点の表記を改める規則，広島県教育委員会訓令の読点の表記を改める訓令及び広島県教育委員

会告示の読点の表記を改める告示を制定するものでございます。 

 これらの規則等の制定によりまして，別紙２ですけれども，改正対象となる規則等の一覧に

掲げております規則等の様式等において用いられる読点表記を改めるものとなります。 

 施行期日につきましては，知事部局と同様に，令和５年５月１日といたします。また，改正

前の様式につきましては，当分の間，これを使用することができることといたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願いします。 

平川教育長： ただ今の第３号議案－３の説明に対します御質問又は御意見がございましたらお願いいたし

ます。 

志々田委員： それは事務をされる方たちの混乱が起きないように何か対策も考えておられますでしょうか。 

杉本総務課長： ５月１日まで間もございますので，関係課の要綱とか規則からもっと下に降りてくる，膨大

な改正が必要となってくるということで，趣旨と合わせて作業をする中でも浸透していくだろ

うと思っておりますので，改めてしっかり周知も行っていきたいと思います。 
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志々田委員： お願いします。 

中 村 委 員： よく見るとほかの資料も全てコンマになっているなと思って改めてびっくりなところなので

すが，趣旨のところに書いてある，今回改正する根拠は，国の問題でしたっけ。 

杉本総務課長： もともと公用文に関する考え方については国から示されているもの，文化審議会が答申みた

いな，建議というのを出しているのですけども，これに伴ってやっているというところでござ

いまして，国の考え方を受けて知事部局が改正すると。これに併せて教育委員会のほうも改正

するという流れでございます。 

中 村 委 員： 分かりました。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ な し ） 

 

平川教育長： それでは，以上で本件の審議を終わります。 

 第３号議案－３の採決に移ります。 

 原案に賛成の方は挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 よって，本案は，原案どおり可決されました。 

 続きまして，第３号議案－４につきまして杉本総務課長，御説明お願いいたします。 

杉本総務課長： それでは，第３号議案－４によりまして，広島県個人情報保護条例の廃止に伴う関係規則等

の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 

 個人情報の保護に関する法律の一部が改正をされまして，地方公共団体が同法の適用対象と

なることに伴い，令和５年４月１日に広島県個人情報保護条例が廃止をされることとなりまし

た。 

 このため，広島県個人情報保護条例を引用しております教育委員会規則等につきまして個人

情報の保護に関する法律を引用するよう文言の改正でございます。 

 施行期日につきましては，令和５年４月１日といたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

平川教育長： ただ今の第３号議案－４の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いい

たします。 

志々田委員： この手続自体は当たり前のことだと思うのですけど，なぜ広島県個人情報保護条例というも

のが廃止されるのか，そこの経緯を教えてください。 

杉本総務課長： もともと各都道府県や自治体が個人情報保護条例というのを個別に定めておりまして，そこ

の規定の仕方が非常にまちまちになっているというところで，国の個人情報保護法，これはも

ともと国の機関等に対して適用するというものだったのですけども，これを全国的に統一の扱

いにしようということで，国の法律の規定が地方自治体も含めて適用するという改正をされま

したので，それに統一をするという趣旨で県の条例が廃止されるということでございます。 

志々田委員： 分かりました。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ な し ） 

 

平川教育長： それでは，以上で本件の審議を終わります。 

 第３号議案－４の採決に移ります。 

 原案に賛成の方は挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 よって，本案は，原案どおり可決されました。 

 続きまして，第３号議案－５について，杉本総務課長，説明お願いいたします。 

杉本総務課長： それでは，第３号議案の５，広島県教育委員会規則の一部改正について御説明を申し上げま

す。１ページをお開きいただきたいと思います。概要といたしましては，地方公務員の定年引

上げに合わせまして，従前の再任用制度を廃止し，新たに定年前再任用短時間勤務の制度を設

ける等の措置を講ずる地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴いまして，関係する教育

委員会規則等において再任用職員に関する規定を削除し，定年前再任用短時間勤務職員に関す

る規定を追加するなどの規定の整理を行うとともに，所要の経過措置を定めるものでございま
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す。 

 この度，改正する教育委員会規則及び教育委員会訓令は，２に記載のとおりでございます。 

 ２ページをお開きいただければと思います。広島県市町立学校職員の人事評価に関する規則

の一部を改正する規則でございます。資料の中ほどでございますけれども，この表に第３条第

１項第２号にありますとおり，地方公務員の定年引上げに合わせて廃止される現行の再任用短

時間勤務職員の規定について定年前再任用短時間勤務職員に改めることとしております。 

 また，定年が段階的に引き上げられる経過期間でございます令和５年度から令和13年度にお

きましては，職員が65歳まで再任用職員として勤務できるよう，現行の再任用制度を暫定再任

用制度として存置させることとしておりまして，附則第２号にございますとおり，令和14年３

月31日までの間，定年前再任用短時間勤務職員については定年前再任用短時間勤務職員及び暫

定再任用短時間勤務職員と読み替える旨の経過措置を設けているところでございます。その他

の教育委員会訓令につきましても同様の趣旨で改正を行うこととしており，詳細は３ページ以

降に掲載をしてございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

平川教育長： ただ今の第３号議案－５の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いい

たします。 

志々田委員： 教えていただきたいのですが，定年を引き上げるということは，非常勤の職員として定年を

引き上げるということになっているのでしょうか。これ見るとそう見えるのですが。 

杉本総務課長： 少し分かりにくいと思うのですけれども，定年引上げにつきましては，一旦役職定年という

考え方を取っておりますので，例えば本庁課長級とか，あるいは校長先生の場合は再任用校長

とかあるのですけども，一旦役職は定年をして，主査とかそういった形で残って常勤の職員と

して勤務をしていくと，これらの引上げに係るものです。今は，来年度からになるのですけれ

ども，現行では再任用という制度になっていまして，一旦退職をしますと。退職をした上で再

任用するのですが，これが今は常勤の場合もあれば，４分の３ですとか２分の１ですとかそう

いう勤務が選べるようになっています。ただ，常勤の場合は定数の中へ入ってくるのですけど

も，職員としては一旦退職をしていますという制度になります。 

 今後は定年引上げになりますので，退職の年が延びていくということで，実際に，例えば

翌々年でいくと61で定年になりますと。61で退職金が出るのですけれども，このときは一番高

かった給料を基に退職金を支払うという制度になります。その代わり延長部分の，例えば60で

辞めて61まで再任用というのは今回できなくなるということで，その場合は先ほどの短時間の

勤務に限ってその期間ができると。要は60で辞めて61まで延長しますというのは短時間。だけ

ど今度は61で辞めて次に65までどんどん延びていきますので，その場合は，要は定年で一回切

れた後，暫定的に65まで延びていく間は常勤の再任用も可能となっていますので，令和14年以

降，完成しましたら今の常勤の再任用というのはなくなるということでございます。 

志々田委員： 暫定的にあるという期間がこの形になるということですか。 

杉本総務課長： 暫定的といいますか，基本的には１年ずつ延びていくところは定年延長ということなので，

希望する方については退職の年度が延びていくということになります。これは全部常勤という

ことです。これが基本ですけれども，もうフルタイムで働きたくないという方についてはハー

フですとか４分の３とか，そういう勤務で一旦退職をして続けるという選択もできますという

ことでございます。 

志々田委員： 選べるということですね。分かりました，ありがとうございます。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見はございませんでしょうか。 

 

（ な し ） 

 

平川教育長： それでは，以上で本件の審議を終わります。 

 第３号議案－５の採決に移ります。 

 原案に賛成の方は挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 よって，本案は，原案どおり可決されました。 

 続きまして，先ほど公開しないと決定いたしました議案について審議を行いますので，傍聴

者の方は御退席をお願いいたします。 

 

（10：02） 

 

【非公開審議】 
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第１号議案 広島県教育委員会規則等の一部改正について 

 

広島県教育委員会規則の一部改正について，審議の結果，全員賛成により原案どおり可決した。 

 

第２号議案 教職員人事について 

 

事務局及び学校等の定期人事異動について，審議の結果，全員賛成により原案どおり可決した。 

（11：29） 

 


